
Ⅴ　繰上償還に伴う行政改革推進効果
１　主な課題と取組及び目標

　注　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　年度別目標

平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
（計画前５年度） （計画前４年度） （計画前３年度） （計画前々年度） （計画前年度） （計画初年度） （計画第２年度） （計画第３年度） （計画第４年度） （計画第５年度）

（決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決　算） （決算見込）

75 74 73 71 68 68 68 67 67 67

0 △ 1 △ 1 △ 2 △ 3 △ 7 0 0 △ 1 0 0

職員数のうち一般行政職員数 75 74 73 71 68 67 67 66 66 66

増減数 △ 1 △ 1 △ 2 △ 3 △ 7 △ 1 △ 1

職員数のうち教育職員数

増減数

職員数のうち警察職員数

増減数

職員数のうち消防職員数

増減数

職員数のうち技能労務職員数 1 1 1 1 1

増減数 1

－ － － 15.4 16.5 17.3 17.5 16.9 16.1 14.8

1.1 0.8 0.2 △ 0.6 △ 0.8 △ 1.3

4,900 5,038 4,840 4,639 4,442 4,098 3,820 3,551 3,298 3,071

261 138 △ 198 △ 201 △ 197 △ 197 △ 344 △ 278 △ 269 △ 253 △ 227

450 445 422 397 401 373 365 363 363 359

5 23 25 △ 4 49 28 36 38 38 42 182

369 350 346 306 373 297 350 290 290 290

19 4 40 △ 67 △ 4 0

0

0

0

0

　注１　歳出削減策のみならず、歳入確保策についても幅広く検討の上、記入すること。 45 182

　　２　「課題」欄については、「１　主な課題と取組及び目標」の「課題」欄の番号を記入すること。

　　３　各年度の「職員数」欄については、地方財政状況調査表の作成時点（翌年４月１日時点）の職員数を記入すること。

　　４　「改善額」については、原則として、計画前年度を基準年度として、当該計画期間中の各年度との比較により改善額を算出し計上すること。ただし、当該見直し施策が計画前年度以前（計画前５年度の間 8.4
　　　に実施したものに限る。）から実施しているものであって、当該見直し施策の改善効果が財政健全化計画の計画期間中においても継続するものについては、当該継続する改善額を計画期間の各年度の改善額

　　　に計上して差し支えないこと。

    ５　計画期間中の改善額の合計については「計画合計」欄に計上し、計画前５年間の改善額の合計については「計画前５年間実績」欄に計上すること。

　　６　「計画前５年間改善額　合計」欄及び「改善額　合計」欄については、人件費(退職手当を除く。)その他改善額を記入することが可能なものの合計を記入すること。

　　７　４による「改善額」が基準年度との比較により算出できない項目、その改善効果が単年度に限られる項目については、当該改善額のみ当該見直し施策の実施年度の「改善額」欄に計上し、計画期間内（又

　　　は計画前５年間）を通じての改善額しか算出できない項目については、当該計画期間内（又は計画前５年間）を通じた改善額を「計画合計」欄（又は「計画前５年間実績」欄）に計上すること。またその場

　　　合の改善額の算出方法について、Ⅳの当該施策に係る「具体的内容」欄に合わせて記入すること。

　　８　「(参考)補償金免除額」欄に記入する「補償金免除額」とは、計画提出前の一定基準日の金利動向に応じて算出された予定額（補償金免除(見込)額）であり、Ⅰの「５　繰上償還希望額」に記入した「旧

　　　資金運用部資金」の「繰上償還希望額」に対応する「補償金免除額」の「合計」欄の額を転記すること。

　　９　必要に応じて行を追加して記入すること。

改 善 額　　合　計

人件費(退職手当を除く。)

改善額

○○○

（単位：人、百万円）

○○○

計画合計

増減数

計画前５年度
実　績

項　　目

実　　　　　績 目　　　　　標

改善額

１　職員数の純減や人件費の総額の削減

２　公債費負担の健全化（地方債発行の抑制等）

３　公営企業会計に対する基準外繰出しの解消

４　その他

増減

職員数

課　題 取 組 及 び 目 標

※集中改革プランに基づき、平成２２年度までに総職員数を７２名とする。（１１．１％削減）

※普通建設事業の優先順位を設定し、地方債発行額を償還額以内に抑制することによって、地方債現在高の減少を図る。

※上水道・下水道について、今後は更なる加入率の向上を図ると共に、歳出面における維持管理経費の見直しや、歳入面においては使用料の
見直しも含め、基準外繰出の縮小に努める。

地方債現在高

実質公債費比率

増減

課　題

（参考）補償金免除額

行政管理経費

改善額

○○○

改善額

○○○

改善額

計画前５年間改善額　合計

改善額


